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インド：特許法改正について 

 

 インド特許法が、2005 年4 月 5 日に更に改正されました。主な改正点は、以下の通り

です。なお、改正法はまだ検討が進められているため、いくつかの期限や手続きは変

更される可能性があります。 

 

１．新規性(Novelty)について 

 新規性の判断において、世界主義が採用されることになりました。 

 

２．進歩性(Inventive step)について 

 （１）“進歩性(Inventive step)”が、「an invention that involves technical advance as 

compared to the existing knowledge or having economical significance or both and that 

makes the invention not obvious to a person skilled in the art（既存の知識と比べて技

術的進歩を含むか、または、経済的意義を有するか、またはその両者を満たし、かつ、

当業者に自明ではない発明）」と定義されることになりました。 

 （２）“医薬物質(pharmaceutical substance)”という用語が導入され、１つまたはそれ

以上の inventive step を含む新たなもの（a new entity involving one or more inventive 

steps）として定義されました。 

 

３．特許を受けることができるもの(Patentable)について 

 新規組成物、薬剤、化学物質、農薬、食品、および新規微生物に関する物質特許が

認められることになりました。 

 

４．特許を受けることができないもの(Not patentable)について 

 （１）数学的方法、ビジネス方法、コンピュータープログラム自体、アルゴリズムについ

ては、依然として特許を受けることができません。産業におけるコンピュータープログラ

ムソフトウエアの技術的適用およびハードウエアと組み合わせたソフトウエアは、

Patents (Amendment) Ordinance 2005 では特許を受けることができるとされていました

が、新たな法律では削除されました。従いまして、コンピュータープログラム／ソフトウ
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エア自体の特許性は、従前のように認められないことになりました。 

 （２）既知化合物の新規用途または既知の化学物質の新たな形態は、そのような新

たな形態が高い効果を示さない限り、特許を受けることができません。 

 

５．インドに居住する発明者による特許出願の制限 

 インド人であるか否かにかかわらず、インドに居住する発明者の特許出願は、他の

国に出願する前に、最初にインドに出願しなければなりません。従って、インドにおい

てなされた共同研究や研究作業に基づく特許出願は、世界のどこかで出願する前に

（PCT 出願も含む）、最初にインドで出願しなければなりません。 

 

６．排他的販売権(Exclusive Marketing Rights; EMR)について 

 排他的販売権（EMR）に関する規定は廃止されました。すでに出願された EMR 出願

は、application for Request for Examination として扱われます。既に登録されたEMR は、

関連する特許の審査および登録／拒絶まで存続します。 

 

７．ブラックボックス出願 

 ブラックボックス出願に基づき登録された特許権は、登録の日後のみ生じることにな

ります。更に、TRIPｓ協定の移行規定に基づき、２００５年１月１日前に出願されたブラ

ックボックス出願が特許される場合には、２００５年１月１日前に、当該製品の製造のた

めに多額の投資をし、かつその製品を製造、販売した製造業者は、特許保有者に妥当

なロイヤリティーを支払えば、特許侵害を問われずにその製造を継続することが可能

です。 

 

８．異議申立について 

 （１）付与前異議申立て(Pre-grant Opposition)は、特許出願の公開後、特許の登録

前であれば、何人でも申立てできますが、当事者対立構造(ex-parte)の審理に変更さ

れました。更に、この法律における付与前異議申立のあらゆる理由(all grounds)が認

められることになり、また、申立人には審問される機会が与えられることもあります。 

 （２）付与後異議申立て(Post-grant Opposition)は、特許登録後１年以内に利害関係
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人が申立てできます。付与前異議申立で適用されているように、あらゆる理由が認め

られます。 

 

９．損害 

 特許権者は、特許出願の公開日から、損害(damages)を主張することができ、“ブラッ

クボックス”出願にかかる特許を除き、登録後に侵害(infringement)を追及することがで

きます。異議申立てがなされている場合でも、特許権を行使することができます。 

 

１０．特許製品の輸入 

 特許製品（医薬品、化学物質、農薬、食品、微生物を含む）および特許権にかかる方

法によって製造された製品のインドへの輸入は、インドにおける製造、販売、使用とと

もに、侵害を構成することになりました。但し、インド国内または外国における行政機関

からの承認を得るための特許製品の輸入、販売、または使用は、侵害とは考えられま

せん。 

 

１１． 強制的実施権 

特許された薬剤の製造および後発開発途上国への輸出を促進し、後発開発途上国

の公衆衛生の問題に取り組むためには、関連する後発開発途上国は、インドからのそ

のような輸入を許可もしくは通知するか、または、その目的のために強制的実施権を

与えればよいです。実施権の許諾のための特許保有者との交渉期間は、６ヶ月を超え

てはなりません。更に、必要に応じて、強制的実施権の許諾のための期間および条件

は、特許製品の輸出を認めるために実施権者に有利なように緩和されました。 

 

１２．並行輸入 

 特許製品の並行輸入に関する規定が更に緩和され、法律によって正式に許可され

た人からの特許製品の輸入、当該製品の製造、販売、または流通は、侵害から除外さ

れることになりました。 

 

１３．期間および手続き 
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 （１）特許出願の登録までの期間が、First Examination Report(FER)の日付から６ヶ月

（＋３ヶ月の延長）に短縮されました。以前の期間は１２ヶ月でした。なお、２００５年１月

１日前に FER が発行された特許出願については、上記期間は１２ヶ月のままです。 

 （２）審査請求は、最先の優先日から３６ヶ月以内にしなければならなくなりました。 

 （３）審査請求後、審査官が審査に着手する期間は特定されていません。新たな規則

が提案されており、その中では、Controller of Patent による審査官への照会の日付か

ら３ヶ月以内に審査を行うこととされています。 

 

以上は、Ｄ．Ｐ．ＡＨＵＪＡ ＆ ＣＯ．事務所のご厚意により、同事務所からご提供い

ただいた情報（次頁以降をご参照下さい）を、弊所の責任の下に抜粋、翻訳したもので

す。 

 

以上 










